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憲
法
第
二
十
四
条
は
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
う
た
っ
て
い
る
。
人
権
が
最
大
限
に
尊

重
さ
れ
、
自
由
と
平
等
が
保
障
さ
れ
る
豊
か
な
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
氏
の
決
定
に
お
い
て
も
個
人
の
自
由
意
思
を
尊

重
し
、
選
択
の
幅
が
で
き
る
だ
け
広
く
許
容
さ
れ
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
。 

 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日
、
最
高
裁
判
所
は
、
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
に
合
理
性
が
な
い
と
断
ず
る
も
の
で
は
な
い
と

し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
あ
り
方
は
国
会
で
論
ぜ
ら
れ
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
議
論
を
立

法
府
に
委
ね
た
。
ま
た
、
夫
婦
同
氏
を
強
制
す
る
民
法
第
七
百
五
十
条
の
規
定
に
つ
い
て
、
初
の
合
憲
判
断
を
示
し
、
女
性
に

偏
る
不
利
益
を
認
め
な
が
ら
も
、
通
称
使
用
で
一
定
程
度
緩
和
さ
れ
得
る
と
し
て
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
結
論
付
け
た
。 

 

現
行
民
法
制
定
後
す
で
に
七
十
年
以
上
経
過
し
、
こ
の
間
、
家
族
の
形
態
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
多
様
化
し
、
婚
姻
や
家
族

の
役
割
な
ど
に
対
す
る
個
人
の
考
え
方
や
意
識
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
平
成
十
三
年
と
平
成
二
十
九
年
の
内
閣
府
の

世
論
調
査
を
比
較
す
る
と
、
女
性
の
社
会
参
画
も
す
す
む
な
か
、
婚
姻
に
よ
る
改
氏
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
る
の
は
多
く
の
場

合
が
女
性
で
あ
る
た
め
、
氏
を
変
え
た
く
な
い
と
考
え
る
人
が
増
え
て
い
る
。  

 

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
、
政
府
に
見
解
を
伺
う
。 



 

２ 

 

一 

近
年
、
女
性
の
社
会
進
出
は
顕
著
で
あ
り
、
職
業
生
活
、
社
会
生
活
上
の
信
用
や
実
績
等
を
積
み
上
げ
て
き
た
女
性
は
増

加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
婚
姻
に
よ
っ
て
改
姓
す
る
と
、
そ
の
信
用
や
実
績
等
が
断
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
婚
姻
に

伴
う
改
姓
に
よ
り
不
利
益
を
被
る
の
は
多
く
の
場
合
が
女
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
婚
姻
に
伴
う
改
姓
は
、
婚
姻
前
か
ら

積
み
上
げ
て
き
た
職
業
生
活
、
社
会
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す

の
か
、
ま
た
、
そ
の
影
響
は
男
女
共
同
参
画
に
お
い
て
重
大
か
軽
微
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

二 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日
の
判
決
を
機
に
、
政
府
は
、
運
転
免
許
証
、
住
民
票
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
印
鑑
証

明
書
へ
の
旧
姓
併
記
を
可
能
と
す
る
施
策
を
推
し
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
名
前
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
が
発

生
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
旧
姓
併
記
の
制
度
は
証
明
の
一
助
に
過
ぎ
ず
、
民
法
改
正
に
よ
る
根
本
的
解
決
を
望
む

声
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
で
は
な
く
旧
姓
併
記
の
制
度
を
進
め
る
の
は
な
ぜ
か
。
旧
姓

併
記
の
欠
点
、
弊
害
は
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

三 

同
氏
を
強
制
し
て
い
る
民
法
第
七
百
五
十
条
は
、
長
男
長
女
同
士
や
一
人
っ
子
同
士
の
婚
姻
を
阻
害
し
て
出
生
率
低
迷
の

一
因
と
な
っ
た
り
、
少
子
化
の
中
で
氏
の
承
継
を
困
難
に
し
て
い
た
り
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
同
氏
強
制
は
少
子
化

や
氏
の
承
継
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 



 

３ 

 

四 

先
進
国
で
例
外
を
許
さ
な
い
夫
婦
同
氏
制
を
採
用
し
て
い
る
の
は
わ
が
国
だ
け
で
あ
り
、
国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会

は
、
平
成
十
五
年
以
降
、
繰
り
返
し
わ
が
国
に
早
急
な
法
改
正
を
勧
告
し
て
い
る
。
最
高
裁
判
決
の
指
摘
や
国
連
の
勧
告
を

ど
う
認
識
し
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

五 

男
女
の
実
質
的
平
等
の
保
障
及
び
個
人
の
自
由
意
思
尊
重
の
観
点
か
ら
、
ま
た
安
心
し
て
仕
事
や
結
婚
、
出
産
、
子
育
て

の
で
き
る
環
境
整
備
の
た
め
に
、
す
み
や
か
に
民
法
を
改
正
し
、
「
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
」
を
導
入
す
る
べ
き
だ
と
い
う

考
え
方
が
あ
る
。
「
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
」
導
入
の
見
込
み
は
あ
る
の
か
、
同
制
度
に
つ
い
て
の
現
段
階
で
議
論
は
ど
こ

ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


